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総務局

危機対応力強化と行政運営のイノベーションの推進

法規審査
■政策法務（法制課）

　横浜市独自の政策・事業を実現するために必要な法シ
ステムについて調整等を行っています。

■法規審査（法制課）

　条例等の議会議案及び規則等の重要な文書の審査や横
浜市の事務事業の遂行に伴って生じる法律問題の処理を
通じ、法令に即した適正な行政の実現を図っています。
また、市政に関する訴訟等の進行管理を行っています。

■行政手続条例等の運用（法制課）

　横浜市行政手続条例及び行政手続法に関する事務につ
いての総合的な調整など、行政手続の適正な運用に努め
ています。

■行政不服審査制度の運用（法制課）

　行政不服審査法及び横浜市行政不服審査条例に基づく
審査請求に関する審査手続など、行政不服審査制度の運
用を行っています。

コンプライアンスの推進
■コンプライアンスの推進
	（コンプライアンス推進室）

コンプライアンス推進体制
　公正な職務の執行及び適正な行政運営の確保を図るた
め不正防止内部通報制度、特定要望記録・公表制度、内
部監察制度、行政対象暴力対策等、コンプライアンスに関
連する制度を運用しています。また、時代や社会情勢に即
した制度運用を行うため、副市長を委員長とするコンプライ
アンス委員会や外部有識者から選任したコンプライアンス
顧問により、各制度の点検・評価を実施しています。
職員行動基準
　横浜市では「単に法令を遵守するにとどまらず、市民
や社会からの要請に全力で応えていくこと」をコンプラ
イアンスと位置付け、職員行動基準を定め、コンプライ
アンスを重視する職場風土の醸成に努めています。
事務処理ミス・事件事故等の再発防止
　事務処理ミス・事件事故等が発生した際に、各区局に
おける再発防止に向けた事務の点検・改善等の取組を支
援するとともに、全庁的な対応が必要な課題については、
関係区局と連携して取り組んでいます。
内部統制制度の推進
　地方自治法に基づき事務の適正な執行を確保するた

　地震災害や近年頻発する風水害などから市民の皆様の命と暮らしを守るため、必要な措置を講じます。
　特に、地震防災対策については、令和６年度に刷新した横浜市地震防災戦略に基づき、全庁一丸となって取り組みます。
　全ての職員が意欲と能力を十分に発揮し、心身ともに健康でいきいきと働ける職場環境づくりを推進し、市役所のチ
ーム力を高めます。
　「創造・転換」を理念とする歳出改革を進め、「選択と集中」による新陳代謝を促進するなど段階的な収支差解消に取
り組み、市民・社会の要請に応え続ける持続可能な市政運営を目指します。
１ 局の施策
○	地域防災力の向上と危機対応力の強化
	 　防災・減災の普及啓発や地域防災の担い手育成、地域防災拠点の機能強化等により、自助・共助による地域防災力の向
上を図ります。

　　また、大規模災害や多様化する危機事案に対応した訓練を実施し、危機対応力を強化します。
○	組織の最適化と職員の能力・役割発揮の最大化	
　「行政運営の基本方針」や「横浜市人材育成ビジョン」・「横浜市人材成長戦略」を踏まえ、キャリアアップのための研
修や、職員が自身の成長を実感する機会の充実など、職員のキャリア形成を支援し、組織力の向上に向けた人材育成等に
取り組みます。

○	行政サービスの最適化と横浜市立大学の支援等
	 　「行政運営の基本方針」に基づき、行政イノベーション、経費適正化等を推進します。
	 　また、横浜市立大学の支援のほか、 市内等の大学と行政、地域、企業等との連携を推進します。

２ 局組織運営の考え方
○	現場との一体感を意識して、各区局に対して適切なサポートを行います。
○	若手職員の意見を吸い上げ、業務の効率化と適正な遂行を図りながら、活力に溢れる組織づくりを進めます。
	 また、日頃から業務上のリスクについて話し合い、一人ひとりがリスクの軽減に向けて主体的に行動します。
○	長時間労働是正に向けたマネジメントにより、職員の心身の健康管理や働きやすい職場環境づくりを進めます。



91

局務総

め、横浜市内部統制基本方針を策定、全庁的に内部統制
を推進しています。
　毎会計年度、内部統制評価報告書を作成し、監査委員
の審査意見を付して議会へ提出、公表しています。

人事・人材育成
■人事・組織管理（人事課）

　現在、本市では、戸籍や税などの窓口サービスのほか、
福祉・保健医療、環境改善、都市基盤整備、経済振興、
教育文化などの分野で、約４万３千人の職員が市政に従
事しています。
　市民満足度の向上のためには、職員一人ひとりが意欲
と能力を高め、自信とやりがいを持って働くことを通じ
て市役所全体の活力を生み出すことが重要です。
　そのため、職員の意欲や能力、実績に応えられる人事
給与制度を推進するとともに、人事異動・人事考課・研
修を効果的に連携させた人材育成体系のもと、引き続き
様々な取組を進めていきます。
職員の採用・異動
　横浜市職員の採用は、法律に基づき、原則として競争
試験等により行われています。
　令和７年度の職員採用者数は、事務系 489 人、技術系
115 人、医師・医療技術系 30 人、技能系 112 人でした。
　令和 7 年 6 月現在の障害者雇用率は本市全体では
2.27％、市長部局では 3.06％となっています。
　また、人材育成・能力活用の観点から人員配置を行い、
公務の能率的な運営や職場の活性化を図るため、令和７
年４月の定期人事異動では、4,377 人の異動を実施しま
した。
職員の服務管理
　職員の義務と責任については、地方公務員法等で定め
られています。本市では、職員一人ひとりが法令や条例
等を遵守し、公務を公正かつ公平に行うこと、公務外に
おいても横浜市職員としての自覚と誇りをもって行動す
ることを求めています。
組織機構
　本市の組織機構については、日常の市民生活に密着
したきめ細かい施策展開や市政全体にかかる緊急・重要
な行政課題への的確な対応が可能となる執行体制の整備
を図るとともに、既存体制の徹底した見直しを行ってい
ます。
　また、行政の果たすべき役割の再検討、施策・事業の
最適な実施主体・手法の選択など、効率的・効果的な執
行体制の構築に向け、令和 7 年度も引き続き、政策・財
政・運営の緊密な連動を図るとともに、社会情勢の変化
等に応じた機動的かつ効果的な組織編成を推進していま
す。
職員定数の管理
　職員の定員管理にあたっては、効率的・効果的な執行
体制を構築していくことはもとより、市民の皆さんのニ
ーズや意識の変化を踏まえ、重点政策課題などに機動的
に対応できるよう、的確に人員をシフトしていく必要が
あります。
　市民満足度向上や費用対効果の観点から、各施設・事

業の最適な実施主体あるいは実施手法を選択していくこ
とを前提に、引き続き適正な管理を進めていきます。

■勤務条件（労務課）

　職員の給与等の勤務条件については、地方公務員法に
より民間の実態や国の事情等を考慮するなどして、決定
することになっています。横浜市でも、この地方公務員
法の趣旨に基づき勤務条件を決定しています。

■福利厚生（職員健康課）

　公務が適正かつ能率的に遂行されるためには、職員が
健康で安心して積極的に職務に専念できる環境が必要で
す。このために、地方公務員法、労働安全衛生法等の趣
旨にそって、職員の福利厚生、安全衛生管理、公務災害
補償の適切な実施に努めています。

■人材育成（人材開発課）

　人材育成にあたっては、職員一人ひとりの意欲と能力を
高めることで組織力を向上させ、将来にわたって持続可能
な行政サービスの提供につなげることが重要です。
　そのため、「人材こそが最も重要な経営資源」であるこ
とを念頭に、求められる職員像である「ヨコハマを愛し、
市民に信頼され、自ら考え行動する職員」の育成を進めて
います。
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93

局務総

危機管理対策
■横浜市地震防災戦略の推進 (防災企画課 )

　市の地震防災対策を強化するため、令和７年３月に改
定した「横浜市地震防災戦略」について、全庁一丸とな
って取組を推進します。

■地域防災力の向上（地域防災課）

防災・減災の普及啓発
　「広報よこはま」等の広報物や、ホームページ、ラジオ、
横浜防災フェア、本市の自助・共助の中核施設である横
浜市民防災センターと連携した各種イベントなどを通
じ、防災・減災の意識啓発を図っています。
風水害時の避難行動の促進
　地域の危険性を把握できる「浸水ハザードマップ」の
発行および「横浜市避難ナビ」アプリ等により、風水害
時の一人ひとりの避難行動計画である「マイ・タイムラ
イン」 の作成を促進しています。
地域防災の担い手育成
　地域防災活動の担い手を育成するとともに、 自治会・
町内会・マンション管理組合等を中心とした「町の防災
組織」が行う研修や訓練等の防災活動に対してアドバイ
ザー派遣や関係区局と連携した支援を実施する等、自助・
共助の推進に向けた取組を進めています。
自主防災組織への支援
　防災資機材の購入や防災訓練の実施など、自主防災活動
を実施している自治会・町内会・マンション管理組合等の「町
の防災組織」を支援するために補助金を交付しています。
地域防災拠点の機能強化
　市民の皆さんに身近な小・中学校等（459 か所）を災害
時の避難所として地域防災拠点に指定し、住民の避難生活、
物資供給及び情報受伝達の拠点として整備しています。
防災備蓄庫には、食料・飲料水、生活用品等を備蓄して
います。
　地域防災拠点には、地域・学校・行政等で構成された地
域防災拠点運営委員会が設置されており、日ごろからの活
動を促進し、発災時の円滑な避難所の開設・運営に備える
研修・訓練等に必要な活動経費の一部を助成しています。
横浜防災ライセンスの推進
　地域防災拠点に備えている防災資機材の取扱講習を実施
しています。受講者には、習得した知識や技術をそれぞれ
の地域での防災活動に役立てていただいています。
避難生活物資の確保
　本市では、地震などによる大規模災害時に発生を想定し
ている避難者及び帰宅困難者のための食料等を地域防災拠
点、区役所、方面別備蓄庫などに備蓄しています。
　なお、発災 3 日間は公的備蓄、家庭内備蓄を合わせて対
応する計画としていることを踏まえ、地震発生時等には道
路障害等により物資輸送が困難となり、一時的に被災市民
の皆さんの食料等の不足を想定し、各家庭において 1 人 3
日分（できれば 1 週間分）の備蓄に取り組んでいただくよ
う呼びかけています。

行政改革
■行政イノベーションの推進	 	
（行政マネジメント課）

　行政イノベーションの必要性の浸透や、その実践のた
めのプロジェクトを推進するなど、職員の「意識」「思考」

「行動」の変容を図ります。また、区役所業務や区役所
業務と関連する局業務等におけるＢＰＲ※1 による業務
の効率化に取り組みます。
　歳出改革の一環として、行政サービスの水準を維持し
つつ、外部の専門的な知見を生かして経費適正化を図る
ため、成果連動型民間委託契約方式※₂を採用した財源創
出に引き続き取り組むとともに、適正化ノウハウ等の庁
内への展開・内製化を進めます。

※1 ＢＰＲ（ビジネスプロセスリエンジニアリング）：業
務内容や業務フロー、組織構造などを見直し、再構
築すること

※₂行政課題の解決に対応した成果指標を設定し、成果
指標値の改善状況に連動して委託費等を支払う手法

　

■外郭団体の経営向上
　（行政マネジメント課）
　本市では、外郭団体の中期的な経営目標を「協約」と
して定め、経営向上に継続的に取り組む「協約マネジメ
ントサイクル」を導入しています。
　また、附属機関（横浜市外郭団体等経営向上委員会）
による各団体の総合的な評価を行うなど、さらなる経営
向上に向けた取組を進めています。

■文書管理（行政マネジメント課）
　横浜市の全ての事業は、文書を作成し、その内容を判断
した上で実施されます。そのため、作成、分類、保存、廃
棄など文書事務が適正に実施されるよう、横浜市行政文書
管理規則を中心とした諸規定を整備するとともに、分かり
やすく、簡潔な行政文書の作成に取り組んでいます。
　また、文書事務を電子化し管理する文書管理システム及
び紙文書のライフサイクルを管理するファイル・書庫管理
システムを運用し、文書事務の効率化・簡素化を図るとと
もに、ペーパーレスの推進について取組を進めています。

■市史資料等の保存活用（行政マネジメント課）

　横浜市史資料室にて、「横浜市史Ⅱ」の編集過程で収
集した資料、横浜の空襲と戦災関連資料、横浜市の歴史
的公文書を、公開準備の整った資料から順次公開（閲覧
利用）しています。
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大学として時代の要請に応え、存在意義を発揮し続ける
ため、本市は法人の設立団体として、より効果的な運営
ができるよう、様々な支援を行っています。

1　法人運営の仕組み
（1）市会、横浜市及び横浜市立大学の関係

	 　公立大学法人は、地方独立行政法人法の定めにより、
法人が大学の設置者となります。市長、市会、横浜市
公立大学法人評価委員会及び法人は、それぞれ決めら
れた役割を果たすことが求められています。

	 　横浜市立大学の運営に際して、市長が法人の６年間
の運営目標として中期目標を定め、法人はこの中期目
標に沿って中期計画を策定します。

	 　また、法人の事業資金として横浜市が運営交付金の
交付等をしますが、市の予算 ･ 決算として市会に諮る
こととなります。

（2）公立大学法人の組織
	 　法人の理事長及び監事は市長が任命します。副理事
長及び理事は理事長が任命し、市長に届け出るととも
に、併せて公表します。

（3）法人の評価
	 　法人の業務の実績に関する評価等を行うため、地方
独立行政法人法第 11 条に基づき、市長の附属機関と
して横浜市公立大学法人評価委員会を設置していま
す。

	 　主な役割は次のとおりです。
ア　市長が横浜市立大学の中期目標を作成・変更する

際の意見
イ　各事業年度における業務実績についての評価
ウ　中期目標期間における業務実績についての評価

令和 6年度の実績
【横浜市公立大学法人評価委員会】3回開催 

2　法人への支援と評価
　横浜市立大学は、本市が定めた中期目標の達成に向
けて法人自らが策定した中期計画等に基づいて、自主
自律的な大学運営を推進しています。
　本市は法人の設立団体として、法人と連携や連絡調
整を図りながら支援を行っています。
（1）法人との調整及び評価委員会の運営
　　市長の附属機関である「横浜市公立大学法人評

価委員会」の運営を行い、同委員会により法人の
令和５年度の業務の実績に関する評価等を行い、
評価結果を法人に伝えるとともに、市会に報告し
ました。

　　そのほか、法人の諸課題に対応するとともに、
法人との共通理解を促進し、課題解決に向けた支
援方策や連携方策などを協議する場として、「横
浜市・公立大学法人横浜市立大学協議会」を令和
６年７月及び 11 月に開催しました。

（2）運営交付金の交付等
　　法人の設立団体である本市では、法人に対し、

その業務の財源に充てるために必要な運営交付金
を算定基準に基づいて計画的に交付しています。

■危機対応力の強化 (緊急対策課 )

横浜市総合防災訓練
　令和７年度の横浜市総合防災訓練は、青葉区の谷本公園を
訓練会場として実施しました。
　地元の自治会、事業所、自衛隊、警察、消防等各関係機関
と連携し、地域防災力の向上及び発災時における災害対策本
部の機能強化を目的として、災害対応訓練を実施しました。
横浜駅周辺混乱防止対策訓練
　横浜駅は本市において、鉄道利用客や来街者が多く利用す
る主要ターミナル駅です。大規模地震等災害発生時には、駅
の利用者等の混乱が予想されることから、横浜駅及びその周
辺の事業所等と連携して、横浜駅周辺混乱防止対策訓練を実
施しています。令和７年度は、鉄道、横浜駅西口・東口各事
業者、警察と連携し、大規模地震発生時の駅周辺の混乱防止
及び来街者の安全確保を目的とした情報受伝達等の訓練を実
施しました。
「防災の日」防災訓練及び「防災とボランティアの日」
防災訓練
　９月の「防災の日」及び「防災週間」、１月の「防災とボ
ランティアの日」及び「防災とボランティア週間」において、
本市防災計画「震災対策編」に基づく状況付与型の市災害対
策本部運営訓練を自衛隊、海上保安庁、県警等と連携して実
施し、災害対応力の強化を図っています。
防災情報通信システム
　災害時において、応急対策等を支援する「防災行政用無 
線」、「危機管理システム」、「被災者生活再建支援システム」 
などの各種システムを運用・管理しています。
繁華街安心カメラ
　市民の皆さんをはじめ、国内外から多くの人が訪れる市 
内都心部の主要繁華街５地区（横浜駅周辺、みなとみらい 
21 地区、関内地区、関外地区及び新横浜駅周辺）において、 
人々が安心して過ごせるよう繁華街安心カメラを設置し、 
災害時の状況把握、緊急事態への対処、及び大規模イベン 
ト時における事件・事故の未然防止に活用しています。

人を惹きつける魅力と活力に
満ちた学術都市を目指して
（大学調整課）

■公立大学法人横浜市立大学の自主自律的運
営への支援

　少子高齢化の進行に伴う大学間競争の激化、社会の急
速なグローバル化など、大学を取り巻く環境は大きく変
化しています。こうした状況の中で、横浜市立大学は、地
域に根ざした大学として、時代を担う人材の育成、多岐
にわたる地域貢献、先進的な研究や医療の提供など、市
民の皆さんの期待に応える多くの成果を挙げてきました。
　横浜市立大学が、今後も国際都市・横浜にふさわしい
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局務総

　　このほか、附属２病院においては、高度・先進
的な医療を市民の皆さんに提供するための医療機
器整備が必要不可欠であることから、医療機器整
備に必要な資金については、市債を発行して、法
人へ貸し付けを行うとともに、過去の貸付金の返
済の一部を運営交付金で措置しています。

令和 6年度の実績
【運営交付金】	 12,383,054,000 円
【貸　付　金】	 1,500,000,000 円

■市内大学と地域がつながるまち

1　大学・都市パートナーシップ協議会
　「大学・都市パートナーシップ協議会」は、市内等大
学の学長・理事長等と市長の意見交換の場として、平
成 17 年 3 月に設立しました。市内等大学の豊富な知的
資源などの蓄積を活かし、市民・企業・行政が連携し
て活力と魅力あふれる都市を実現するため、この協議
会を頂点とする継続的、総合的な連携体制を構築し、
協力しあうことを確認しています。

【参加大学一覧（五十音順・令和 7年８月１日現在）】

神奈川大学 東京都市大学
鎌倉女子大学・鎌倉女子大学短期大 東洋英和女学院大学
関東学院大学 日本体育大学
グロービス経営大学院 ビューティ＆ウェルネス専門職大学
慶應義塾大学 フェリス女学院大学
國學院大學 放送大学
湘南医療大学 明治学院大学
情報セキュリティ大学院大学
昭和医科大学

八洲学園大学
横浜国立大学

星槎大学 横浜商科大学
玉川大学 横浜女子短期大学
鶴見大学・鶴見大学短期大学部 横浜市立大学
桐蔭横浜大学 横浜創英大学
東京科学大学 横浜美術大学
東京藝術大学大学院 横浜薬科大学

2　学術都市の推進
　学術都市形成の一環として、横浜国立大学及び横浜
市立大学とともに外国人留学生に対する就職促進の取
組を引き続き推進しました。また、学生が社会と接す
る機会となるキャリア教育を促進するため、令和５年
度に横浜未来機構とキャリア教育促進に係る連携協力
協定を締結し、協働事業として大学と企業が連携した
課題解決型授業等のコーディネートを行いました。

■横浜市立大学の施設整備

　横浜市立大学関係施設の整備については、金沢八景キ
ャンパスシーガルホール天井脱落対策工事を行うととも
に、横浜市立大学附属市民総合医療センター救急棟の電
気設備改修工事の実施設計を行いました。
　横浜市立大学附属２病院と医学部等の再整備について
は、事業手法等について、民間事業者の皆さまの意見を
参考とするため、サウンディング型市場調査（対話）を
行いました。


